
鈴鹿市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２５日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第１４号 

鈴鹿市消防団規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市消防団規則（平成２６年鈴鹿市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職務） （職務） 

第５条  略 第５条  略 

２～４  略 ２～４  略 

 ５ 条例第３条の２第３項に規定する市長が

定める特定の事務は、地震等による大規模

災害の発生時における情報収集、安否確

認、物資、資機材の運搬その他の大規模災

害の発生時に必要となる事務とする。 

（機能別団員）  

第５条の２ 条例第３条の２第１項に規定す

る機能別団員は、大規模災害対応団員及び

学生団員とする。 

 

２ 条例第３条の２第３項に規定する市長が

定める特定の事務は、次の各号に掲げる機

能別団員の区分に応じ、当該各号に定める

事務とする。 

 

(１) 大規模災害対応団員 地震等による

大規模災害の発生時における情報収集、

 



安否確認、物資、資機材の運搬その他の

大規模災害の発生時に必要となる事務 

(２) 学生団員 次に掲げる事務 

ア 地震等による大規模災害の発生時に

おける救護所等の運営の支援に必要と

なる事務 

イ 防火、防災及び応急手当に関する知

識の普及啓発の支援その他の地域防災

の充実強化に必要となる事務 

 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 
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 団本

部 
１ ６     50 

  団本

部 
１ ６     20 

 

   略     略  

  

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


